
　

新
潟
県
法
人
会
連
合
会
の
運
営
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
深
い
ご

理
解
と
絶
大
な
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま

ず
、
昨
年
の
能
登
半
島
地
震
や
そ
の
後
の
自
然
災
害
か
ら
の
復
興

が
進
み
ま
す
こ
と
を
強
く
願
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
佐
渡
金
銀

山
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
に
あ
た
り
、
長
年
ご
尽
力
さ
れ
た
皆
様

に
深
く
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　

さ
て
、
当
会
で
は
「
法
人
会
の
理
念
」
で
あ
る
「
税
の
オ
ピ
ニ

オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
企
業
の
発
展
を
支
援
し
、
地
域
の
振
興
に

寄
与
し
、
国
と
社
会
の
繁
栄
に
貢
献
す
る
経
営
者
の
団
体
」
と
し

て
積
極
的
に
各
種
事
業
活
動
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
ま

た
、
そ
う
し
た
活
動
を
一
層
充
実
し
た
も
の
と
す
る
た
め
に
も
組

織
・
財
政
基
盤
の
確
保
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
基
盤
強
化
の

た
め
の
活
動
を
展
開
し
て
い
く
と
と
も
に
、
会
員
相
互
の
交
流
を

一
層
深
め
協
力
体
制
の
確
立
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。

　

円
安
が
進
む
中
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
原
材
料
価
格
の
高
止
ま
り
を

主
因
と
す
る
物
価
高
騰
、
賃
上
げ
な
ど
か
ら
の
人
件
費
上
昇
な
ど

が
重
な
り
、
企
業
の
経
営
環
境
は
一
段
と
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま

す
。
更
に
長
期
化
す
る
国
際
紛
争
や
内
外
政
局
の
動
向
、
地
球
環

境
問
題
に
伴
う
気
候
変
動
、
少
子
高
齢
化
社
会
な
ど
考
慮
す
べ
き

課
題
は
山
積
し
て
い
ま
す
。

　

当
会
と
し
て
も
、
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
の
実
現

を
目
指
す
と
と
も
に
地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与
で
き
る
事
業
の
実

施
に
向
け
た
取
組
を
継
続
し
て
ま
い
り
ま
す
。
特
に
昨
年
か
ら

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
、ｅ
Ｌ
Ｔ
ａ
ｘ
の
導
入
か
ら
キ
ュ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
ま
で

の
更
な
る
推
進
強
化
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
業
務
が

効
率
化
さ
れ
、
納
税
者
及
び
関
係
者
す
べ
て
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
、

ま
た
、
紙
を
使
わ
な
い
こ
と
に
よ
る
環
境
保
護
に
寄
与
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
重
要
な
課
題
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

引
き
続
き
、
皆
様
の
温
か
い
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

�

会

長
　
　
　
並
木
　
富
士
雄

ご
あ
い
さ
つ
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令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言

（
要
約
）

《
基
本
的
な
課
題
》

Ⅰ
．
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

・�

財
政
健
全
化
は
国
家
的
な
課
題
で
あ

り
、
日
本
経
済
の
将
来
に
わ
た
る
持
続

可
能
性
を
高
め
る
た
め
に
も
本
格
的
な

歳
出
・
歳
入
の
一
体
的
改
革
を
進
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

１
．
財
政
健
全
化
に
向
け
て

・�「
金
利
の
あ
る
世
界
」
が
現
実
に
到
来

す
る
中
で
、
今
後
の
金
利
上
昇
に
備
え

て
財
政
健
全
化
が
必
要
で
あ
る
。

⑴��

本
年
６
月
か
ら
始
ま
っ
た
定
額
減
税

は
、
そ
の
制
度
設
計
が
複
雑
す
ぎ
た
こ

と
も
あ
り
、
企
業
や
地
方
自
治
体
に
多

大
な
事
務
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な
っ

た
。
与
党
内
に
は
物
価
高
な
ど
を
背
景

に
来
年
も
継
続
す
る
よ
う
に
求
め
る
声

も
あ
る
が
、
政
策
効
果
が
不
透
明
で
企

業
の
事
務
負
担
が
重
い
減
税
は
継
続
す

べ
き
で
は
な
い
。

⑵��

こ
ど
も
･
子
育
て
政
策
（
加
速
化
プ
ラ

ン
）
と
し
て
、
２
０
２
８
年
度
ま
で
に

年
間
３
・
６
兆
円
の
予
算
規
模
と
す
る

方
針
だ
が
、
こ
の
財
源
は
社
会
保
障
の

歳
出
改
革
や
医
療
保
険
料
に
上
乗
せ
し

て
徴
収
す
る
「
支
援
金
制
度
」
な
ど
で

賄
う
と
し
て
い
る
。
医
療
保
険
料
へ
の

上
乗
せ
負
担
は
、
現
役
世
代
へ
の
実
質

的
な
隠
れ
増
税
と
言
え
る
。
政
府
は
負

担
の
議
論
か
ら
逃
げ
ず
、
消
費
税
を
含

め
た
安
定
的
な
財
源
確
保
策
を
検
討

し
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確

立
と
財
政
健
全
化
の
両
立
を
目
指
す
べ

き
で
あ
る
。

⑶��

防
衛
力
の
抜
本
強
化
で
は
防
衛
費
を

２
０
２
７
年
度
ま
で
の
５
年
間
で
総
額

43
兆
円
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
が
、

大
半
が
「
歳
出
改
革
」
や
「
決
算
剰
余

金
の
活
用
」
に
よ
り
捻
出
す
る
こ
と
と

し
て
お
り
、
財
源
と
し
て
の
安
定
性
を

欠
い
て
い
る
。
日
本
を
取
り
巻
く
安
全

保
障
環
境
が
厳
し
さ
を
増
す
中
で
、
防

衛
費
の
増
額
は
必
要
な
政
策
で
あ
る
だ

け
に
、
安
定
的
な
財
源
の
確
保
が
欠
か

せ
な
い
。

２
．�
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考

え
方

・�

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す

る
に
は
、
適
正
な
「
負
担
」
を
確
保
す

る
と
と
も
に
、「
給
付
の
重
点
化
・
効

率
化
」
に
よ
っ
て
可
能
な
限
り
社
会
保

障
費
を
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
。

・�

社
会
保
障
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、

「
自
助
」「
公
助
」「
共
助
」
の
役
割
と
範

囲
を
適
正
に
見
直
す
ほ
か
、
公
平
性
の

視
点
も
重
要
で
あ
る
。
医
療
保
険
の
窓

口
負
担
や
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
な

ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者

に
お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平

な
負
担
を
原
則
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

・�

中
小
企
業
は
物
価
高
騰
に
直
面
す
る
中

で
、
最
低
賃
金
の
大
幅
な
引
き
上
げ
や

物
価
上
昇
を
上
回
る
賃
上
げ
が
求
め
ら

れ
て
お
り
、
厳
し
い
経
営
を
強
い
ら
れ

て
い
る
。
企
業
に
対
す
る
過
度
な
保
険

料
負
担
を
抑
え
、
経
済
成
長
を
阻
害
し

な
い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が

求
め
ら
れ
る
。

・�

配
偶
者
控
除
等
の
税
の
問
題
や
年
金
等

の
社
会
保
障
の
問
題
は
、
就
労
調
整
が

行
わ
れ
る
一
つ
の
要
因
で
あ
り
、
人
手

不
足
に
直
面
す
る
中
小
企
業
に
と
っ
て

重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
女
性
の
就
労

を
支
援
す
る
政
策
を
含
め
、
税
と
社
会

保
障
の
問
題
を
一
括
し
て
議
論
す
る
必

要
が
あ
る
。

⑴��

公
的
年
金
に
つ
い
て
は
年
金
財
政
の
検

証
結
果
を
踏
ま
え
、
年
金
制
度
の
見
直

し
に
つ
い
て
検
討
が
進
ん
で
い
る
。
公

的
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性
を
高
め
る

　

各
県
連
か
ら
の
「
令
和
７
年
度
税
制
改
正
要
望
」
を
踏
ま
え
て
「
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
関
す

る
提
言
」
が
令
和
６
年
９
月
19
日
開
催
の
全
法
連
理
事
会
に
お
い
て
決
議
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
、
全
法
連
で
は
、
10
月
か
ら
11
月
に
か
け
て
、
財
務
省
・
中
小
企
業
庁
・
総
務
省
、

さ
ら
に
自
民
党
・
公
明
党
・
立
憲
民
主
党
等
な
ど
各
政
党
宛
に
提
言
書
を
提
出
。

　

新
潟
県
連
で
は
、
各
単
位
会
の
会
長
・
税
制
委
員
長
ほ
か
、
役
員
の
方
々
の
協
力
を
得
て
、
新
潟

県
選
出
の
衆
参
両
院
、
国
会
議
員
９
名
及
び
県
知
事
・
県
議
会
議
長
・
市
長
・
市
議
会
議
長
計
20
自

治
体
40
名
の
方
々
に
提
言
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置
を
は
じ

め
、
事
業
承
継
に
関
す
る
税
制
の
創
設
・
行
政
改
革
の
徹
底
な
ど
を
強
く
求
め
ま
し
た
。

令
和
７
年
度
税
制
改
正
ス
ロ
ー
ガ
ン

○「
金
利
の
あ
る
世
界
」
が
到
来
。
新
た
な
財
政
再
建
目
標
の
策
定
を
！

〇
企
業
へ
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
制
し
、経
済
成
長
を
阻
害
し
な
い
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
！

〇
人
手
不
足
な
ど
厳
し
い
経
営
環
境
を
踏
ま
え
、
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置
を
！

〇
中
小
企
業
は
地
域
経
済
と
雇
用
の
担
い
手
。
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設
を
！

「
令
和
７
年
度

�
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
活
動
」
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た
め
に
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳

格
対
応
」
や
「
高
所
得
高
齢
者
の
基
礎

年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付
削

減
」
な
ど
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵��

医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位

置
付
け
、
デ
ジ
タ
ル
化
対
応
な
ど
大
胆

な
規
制
改
革
に
取
り
組
む
必
要
が
あ

る
。
給
付
の
急
増
を
抑
制
す
る
た
め
に

は
診
療
報
酬
（
本
体
）
の
配
分
等
を
見

直
す
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

⑶��

少
子
化
対
策
で
は
児
童
手
当
が
大
幅
に

拡
充
さ
れ
た
ほ
か
、
所
得
制
限
も
完
全

撤
廃
さ
れ
た
。
だ
が
、
富
裕
層
に
ま
で

支
給
対
象
を
広
げ
る
政
府
方
針
に
つ
い

て
は
、
出
生
率
の
向
上
に
つ
な
が
る
か

疑
問
が
あ
る
ほ
か
、
公
平
性
確
保
の
点

か
ら
み
て
極
め
て
問
題
で
あ
る
。
本
来

は
現
金
給
付
よ
り
も
保
育
所
や
学
童
保

育
等
の
整
備
、
保
育
士
等
の
待
遇
を
改

善
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置

く
べ
き
で
あ
り
、
国
及
び
地
方
自
治
体

が
財
政
・
行
政
面
で
総
合
的
な
施
策
を

講
じ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑷��

介
護
保
険
に
つ
い
て
は
高
齢
化
の
進
展

に
伴
い
、
制
度
の
持
続
可
能
性
を
高
め

る
た
め
に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
を
見

極
め
る
ほ
か
、
医
療
と
同
様
に
公
平
性

の
視
点
か
ら
給
付
及
び
負
担
の
あ
り
方

を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
生
活

保
護
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
あ
り

方
な
ど
を
見
直
す
と
と
も
に
不
正
受
給

の
防
止
に
向
け
た
一
段
の
厳
格
化
が
欠

か
せ
な
い
。

３
．
行
政
改
革
の
徹
底
等

・�

国
民
の
政
治
に
対
す
る
不
信
感
は
極
度

に
高
ま
っ
て
い
る
と
厳
し
く
認
識
し
、

政
治
資
金
規
正
法
の
不
断
の
見
直
し
な

ど
に
取
り
組
み
、
政
治
資
金
に
関
す
る

透
明
性
の
向
上
や
適
正
化
、
罰
則
の
厳

格
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

・�

行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
自
ら

が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に

基
づ
き
、
率
先
し
て
身
を
削
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

⑴��

国
･
地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆

な
削
減
、
歳
費
の
抑
制
。
ま
た
、
調
査

研
究
広
報
滞
在
費
や
政
務
活
動
費
等
の

適
正
化
と
使
途
の
透
明
化
。

⑵��

厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
国
・
地

方
公
務
員
の
効
率
的
な
要
員
確
保
と
能

力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
な
ど
に
よ
る

人
件
費
の
抑
制
。

⑶��

特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の

削
減
。

⑷��

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
確
立
す
る
こ
と

に
よ
り
、各
省
庁
に
よ
る
事
業
の
チ
ェ
ッ

ク
を
継
続
的
に
実
施
す
る
。
ま
た
、
民

間
活
力
を
積
極
的
に
導
入
し
、
民
需
主

導
の
自
律
的
な
経
済
成
長
を
促
す
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

・�

政
府
は
引
き
続
き
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

の
意
義
と
と
も
に
、
行
政
事
務
の
コ
ス

ト
カ
ッ
ト
に
資
す
る
等
、
そ
の
効
果
を

具
体
的
に
明
示
す
る
な
ど
し
て
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
利
用
拡
大
を
促
す
必
要
が

あ
る
。

・�

国
民
の
利
用
が
広
が
ら
な
い
背
景
に

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
通
じ
た

個
人
情
報
の
漏
洩
に
強
い
懸
念
を
持
っ

て
い
る
と
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
第
三

者
に
よ
る
悪
用
を
防
ぐ
た
め
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
保
護
な
ど
に
努
め
、
制
度
の
適

切
な
運
用
が
担
保
さ
れ
る
環
境
を
構
築

す
る
こ
と
で
国
民
の
不
安
を
払
拭
し
、

信
頼
の
回
復
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５
．
今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

・�

着
実
な
賃
上
げ
や
最
低
賃
金
の
大
幅
引

き
上
げ
が
迫
ら
れ
る
中
で
、
賃
上
げ
原

資
を
生
み
出
す
た
め
に
原
材
料
費
や
光

熱
費
な
ど
、
上
昇
す
る
コ
ス
ト
の
適
正

な
価
格
転
嫁
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て

い
る
。
円
滑
な
価
格
転
嫁
や
下
請
け
い

じ
め
の
排
除
に
向
け
、
中
小
企
業
庁
や

公
正
取
引
委
員
会
な
ど
に
よ
る
取
引
監

視
体
制
の
強
化
が
求
め
ら
れ
る
。
必
要

に
応
じ
て
下
請
法
の
改
正
な
ど
、
実
効

性
の
あ
る
取
り
組
み
を
進
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

・�

人
手
不
足
や
継
続
的
な
賃
上
げ
な
ど
中

小
企
業
の
構
造
的
な
課
題
を
解
決
す
る

に
は
、
中
小
企
業
自
ら
の
経
営
改
革
も

重
要
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
生
産
性

の
向
上
や
付
加
価
値
の
創
出
に
向
け
、

力
強
い
政
策
的
な
支
援
が
欠
か
せ
な
い
。

１
．�

中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制

措
置

・�

地
方
創
生
の
観
点
か
ら
も
政
府
と
自
治

体
が
緊
密
に
連
携
し
な
が
ら
、
地
域
の

中
小
企
業
に
元
気
を
与
え
る
よ
う
な
税

制
措
置
を
強
く
求
め
る
。

⑴

法
人
税
率
に
つ
い
て

　

�　

近
年
、
大
法
人
に
適
用
さ
れ
る
法
人

税
率
を
引
き
上
げ
る
動
き
が
あ
る
が
、

経
済
情
勢
等
に
鑑
み
、
慎
重
に
検
討
す

る
こ
と
。

⑵
法
人
税
率
の
軽
減
措
置

　

�　

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率

の
特
例
15
％
を
本
則
化
す
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
、
昭
和
56
年
以
来
、
８
０
０
万

円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税

率
の
適
用
所
得
金
額
を
、
少
な
く
と
も

１
，６
０
０
万
円
程
度
に
引
き
上
げ
る

こ
と
。
な
お
、
直
ち
に
本
則
化
す
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
は
、
令
和
７
年
３
月

末
日
と
な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長

す
る
こ
と
。
ま
た
、
上
記
⑴
に
関
連
し
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て
、
中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税

率
ま
で
引
き
上
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う

配
慮
す
る
こ
と
。

⑶

中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性

化
に
資
す
る
措
置

　

�　

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
平

性
・
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
そ
の
政
策

目
的
を
達
し
た
も
の
は
廃
止
を
含
め
整

理
合
理
化
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
た
だ

し
、
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済

活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置
に
つ
い
て

は
、
以
下
の
通
り
に
制
度
を
拡
充
し
た

う
え
で
本
則
化
す
る
こ
と
。

　

①�

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て

は
、
対
象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、

「
中
古
設
備
」
を
含
め
る
こ
と
を
求

め
る
。
な
お
、
そ
れ
が
直
ち
に
困
難

な
場
合
は
、
令
和
７
年
３
月
末
日
と

な
っ
て
い
る
適
用
期
限
を
延
長
す
る

こ
と
。

　

②�

少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の

損
金
算
入
の
特
例
措
置
に
つ
い
て

は
、
物
価
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
等

を
踏
ま
え
、
取
得
価
額
要
件
を
30
万

円
未
満
か
ら
50
万
円
未
満
に
引
き
上

げ
る
と
と
も
に
、
損
金
算
入
額
の
上

限
（
合
計
３
０
０
万
円
）
を
撤
廃
し

全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
こ
と
。

⑷
中
小
企
業
等
の
設
備
投
資
支
援
措
置

　

�　
「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」
や
「
先

端
設
備
等
導
入
計
画
に
係
る
固
定
資
産

税
特
例
」
等
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て

は
、手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、

事
業
年
度
末
（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た

申
請
や
認
定
に
つ
い
て
は
弾
力
的
に
対

処
す
る
こ
と
。

　

�　

な
お
、「
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
」

や
「
先
端
設
備
等
導
入
計
画
に
係
る
固

定
資
産
税
特
例
」
等
、
令
和
７
年
３
月

末
日
が
適
用
期
限
と
な
っ
て
い
る
中
小

企
業
等
の
設
備
投
資
を
支
援
す
る
措
置

に
つ
い
て
は
、
適
用
期
限
を
延
長
す
る

こ
と
。

⑸
中
小
企
業
の
事
務
負
担
軽
減

　

�　

近
年
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
や

電
子
帳
簿
保
存
法
の
改
正
に
よ
る
電
子

デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化
に
対
応
す
る
な

ど
で
、
事
業
者
の
事
務
負
担
や
納
税
協

力
コ
ス
ト
は
年
々
増
加
し
て
い
る
。
ま

た
、
今
般
の
定
額
減
税
に
つ
い
て
も
、

給
与
所
得
者
に
対
す
る
減
税
事
務
は
事

業
者
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
急

遽
、
減
税
額
を
給
与
明
細
に
明
記
す
る

こ
と
が
義
務
化
さ
れ
た
。
人
手
不
足
が

深
刻
化
す
る
中
に
お
い
て
、
こ
う
し
た

事
務
負
担
の
増
大
は
と
く
に
経
営
基
盤

が
決
し
て
強
靱
で
は
な
い
中
小
企
業
に

と
っ
て
重
い
負
担
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
事

務
負
担
コ
ス
ト
の
軽
減
を
図
る
た
め
、

中
小
企
業
の
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ

ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
の
推
進
に

つ
な
が
る
よ
う
な
特
段
の
支
援
が
欠
か

せ
な
い
。

２
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

・�

中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ

て
円
滑
な
事
業
の
承
継
が
で
き
な
く
な

れ
ば
、
経
済
・
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ

こ
と
に
な
る
。

⑴

事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し

た
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の
創
設

　

�　

我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、
欧
州

主
要
国
と
比
較
す
る
と
限
定
的
な
措
置

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
欧
州
並
み
の
本

格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で
あ

る
。
と
く
に
、
事
業
継
続
に
資
す
る
相

続
に
つ
い
て
は
、
事
業
従
事
を
条
件
と

し
て
他
の
一
般
資
産
と
切
り
離
し
、
非

上
場
株
式
を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の

課
税
を
軽
減
あ
る
い
は
免
除
す
る
制
度

の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。
な
お
、
本
格

的
な
事
業
承
継
税
制
が
創
設
さ
れ
る
ま

で
の
間
は
、
⑵
取
引
相
場
の
な
い
株
式

の
評
価
、
⑶
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税

猶
予
制
度
に
つ
い
て
見
直
す
こ
と
。

⑵

取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
の
見

直
し

　

�　

取
引
相
場
の
な
い
株
式
の
評
価
に
つ

い
て
は
、
企
業
規
模
や
業
種
に
よ
っ
て

多
様
で
あ
る
が
、
企
業
価
値
を
高
め
る

ほ
ど
株
価
が
上
昇
し
、
税
負
担
が
増
大

す
る
可
能
性
が
あ
る
な
ど
、
円
滑
な
事

業
承
継
を
阻
害
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
取
引
相
場
の
な
い
株
式

は
換
金
性
に
乏
し
い
こ
と
を
考
慮
し
、

評
価
の
あ
り
方
を
見
直
す
こ
と
を
求
め

る
。
な
お
、見
直
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、

平
成
14
年
度
に
創
設
（
平
成
16
年
度
に

改
正
）
さ
れ
た
「
特
定
事
業
用
資
産
に

つ
い
て
の
相
続
税
の
課
税
価
格
の
計
算

の
特
例
」
を
参
考
に
株
式
の
評
価
額
を

減
額
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

⑶

相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の

充
実

　

�　

贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
後
継
者

要
件
と
し
て
、「
贈
与
の
直
前
に
お
い

て
３
年
以
上
役
員
で
あ
る
こ
と
」
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
余
裕
を

持
っ
た
事
業
承
継
を
行
え
る
よ
う
、
特

例
措
置
の
適
用
期
限
を
３
年
程
度
延
長

す
べ
き
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
事
業
承

継
が
よ
り
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
以

下
の
措
置
を
求
め
る
。

　

①�

猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改

め
る
。

　

②�

平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対

し
て
も
要
件
を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮

す
べ
き
で
あ
る
。

　

③�

制
度
の
認
知
度
が
低
い
こ
と
か
ら
、

国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
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よ
う
、
経
営
者
に
向
け
た
支
援
措
置

の
周
知
徹
底
に
努
め
る
。

３
．
消
費
税
へ
の
対
応

・�

政
府
は
軽
減
税
率
制
度
と
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
に
つ
い
て
、
国
民
や
事
業
者
へ
の

影
響
の
ほ
か
、
低
所
得
者
対
策
の
効
果

等
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
り
、
問
題
が

あ
れ
ば
制
度
の
是
非
を
含
め
て
そ
の
見

直
し
を
求
め
る
。

⑴��

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
導
入
さ
れ
た
が
、

国
は
、
引
き
続
き
、
事
業
者
に
混
乱
が

生
じ
な
い
よ
う
制
度
の
周
知
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
事
務
負
担
が
軽
減
す
る

よ
う
な
環
境
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
ま

た
、
課
税
事
業
者
が
免
税
事
業
者
と
取

引
を
行
う
際
、
取
引
価
格
の
引
き
下
げ

や
取
引
の
停
止
な
ど
の
不
利
益
を
与
え

な
い
よ
う
、
実
効
性
の
高
い
対
策
を
と

る
べ
き
で
あ
る
。

⑵��

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上

げ
や
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に
伴
っ

て
よ
り
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

消
費
税
の
制
度
、
執
行
面
に
お
い
て
さ

ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

Ⅲ
．
地
方
の
あ
り
方

・�

日
本
が
人
口
減
少
社
会
に
突
入
す
る
中

で
は
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直

し
、
財
政
や
行
政
の
一
段
の
効
率
化
を

図
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
東
京
一
極

集
中
を
是
正
す
る
に
は
、
地
方
の
活
性

化
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
地
方
自
身

が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
生
か
し

た
活
性
化
戦
略
を
構
築
し
、
民
間
の
知

恵
と
工
夫
で
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ
ジ

ネ
ス
手
法
を
開
発
し
な
け
れ
ば
、
真
の

活
性
化
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

⑴��

地
方
創
生
は
、
さ
ら
な
る
税
制
上
の
施

策
に
よ
る
本
社
機
能
移
転
の
促
進
、
地

元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活
用
、

地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術

集
積
づ
く
り
や
人
材
の
育
成
等
、
実
効

性
の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必
要
が

あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
中
小
企
業
の
事

業
承
継
は
、
地
方
創
生
戦
略
と
の
関
係

か
ら
も
極
め
て
重
要
だ
と
認
識
す
べ
き

で
あ
る
。

⑵��

広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
に
つ
い
て
検

討
す
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
自
治
体
（
人

口
30
万
人
程
度
）
の
さ
ら
な
る
拡
充
を

図
り
、
財
政
基
盤
の
強
化
に
つ
な
げ
る

必
要
が
あ
る
。

⑶��

ふ
る
さ
と
納
税
は
、
寄
付
先
を
納
税
者

の
出
身
自
治
体
に
限
定
す
る
な
ど
、
さ

ら
な
る
見
直
し
が
求
め
ら
れ
る
。ま
た
、

必
要
経
費
は
寄
付
総
額
の
５
割
以
下
と

す
る
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
よ

り
多
く
の
寄
付
金
が
寄
付
先
の
地
域
の

た
め
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
過
度
な
返

礼
品
競
争
を
排
し
、
事
務
手
数
料
の
あ

り
方
等
を
含
め
て
制
度
設
計
を
見
直
す

必
要
が
あ
る
。

Ⅳ
．
震
災
復
興
等

・�

こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、

予
算
の
執
行
を
効
率
化
す
る
と
と
も

に
、
原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め
て
引

き
続
き
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
と
り
わ
け
被
災
地
に
お
け
る
企
業

の
定
着
、
雇
用
確
保
な
ど
に
対
し
実
効

性
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

・�

ま
た
、
本
年
１
月
に
は
能
登
半
島
地
震

が
発
生
す
る
な
ど
、
近
年
、
強
い
地
震

や
台
風
な
ど
の
大
規
模
な
自
然
災
害
が

相
次
い
で
発
生
し
て
い
る
。
東
日
本
大

震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、
被
災
者

の
立
場
に
立
っ
た
適
切
な
支
援
と
実
効

性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
、
被
災
地
の
確

実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
て
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅴ
．
そ
の
他

１
．
納
税
環
境
の
整
備

２
．
環
境
問
題
へ
の
対
応

３
．
租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

法
人
税
関
係

１
．
役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

⑴��

役
員
給
与
は
損
金
算
入
と
す
べ
き

⑵��

同
族
会
社
の
業
績
連
動
給
与
に
つ
い
て

も
損
金
算
入
と
す
べ
き

２
．
少
額
減
価
償
却
資
産
の
見
直
し

３
．�

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
の
適
用
期
限

延
長

４
．�

中
小
企
業
向
け
賃
上
げ
促
進
税
制
の

適
用
要
件
緩
和

所
得
税
関
係

１
．�

基
幹
税
と
し
て
の
所
得
再
分
配
機
能

の
回
復

２
．
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

３
．
個
人
住
民
税
の
均
等
割

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．
相
続
税
の
基
礎
控
除
の
見
直
し

２
．
贈
与
税
の
基
礎
控
除
の
引
き
上
げ

地
方
税
関
係

１
．
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

２
．
事
業
所
税
の
廃
止

３
．
超
過
課
税

４
．
法
定
外
目
的
税

そ
の
他

１
．
印
紙
税
の
廃
止

２
．
配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

３
．
電
子
申
告
の
促
進

４
．
森
林
環
境
税
の
検
証
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新
潟
県
下
一
斉
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
推
進
共
同
宣
言
式

　

令
和
６
年
10
月
31
日
新
潟
市
の
だ
い
し

ほ
く
え
つ
ホ
ー
ル
で
「
新
潟
県
下
一
斉

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
推
進
共
同
宣
言
式
」

が
開
催
さ
れ
た
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の

一
層
の
拡
大
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

法
人
会
が
主
導
し
、
県
内
の
金
融
機
関
や

税
務
署
、
納
税
貯
蓄
組
合
の
賛
同
を
得
、

税
務
当
局
及
び
す
べ
て
の
関
連
団
体
・
信

金
信
組
も
含
め
た
金
融
機
関
と
も
連
携
し

た
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
立
上
げ
、
共
同
宣
言
を
行
っ
た
。

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の
更
な
る
普
及

に
よ
り
納
税
者
を
は
じ
め
関
係
団
体
に
お

い
て
利
便
性
の
向
上
と
業
務
効
率
化
、
コ

ス
ト
削
減
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
。

　社会全体のデジタル化は、国民生活の利便性を向上させ、官民の業務の効率化
や生産性の向上に資するものであり、その推進は、私たちにとって共通の課題です。
　これまで、新潟県下においては、行政機関や金融機関、税務団体などが、国税・
地方税のダイレクト納付と口座振替の利用推進を様々な関係者に働きかけてまい
りました。
　こうした取組のもと、キャッシュレス納付の利用割合については、年々上昇傾
向にありますが、新潟県下は未だ普及の余地が大きい状況にもあります。
　より多くの方々がキャッシュレス納付の恩恵を享受し、誰一人取り残されるこ
とのないデジタル社会を実現できるよう、また、事業者の業務のデジタル化など
社会全体のデジタル化が実現できるよう、私たちが一層連携し、協力して取り組
んでいくことが重要であると認識しております。
　私たちは、こうした共通認識のもと、新潟県全県を網羅したプロジェクトを立
ち上げ、持続可能な地域社会の実現を図るため、新潟県下のキャッシュレス納付
の一層の普及に向けて、共同して推進していくことを宣言します。
� 令和６年10月31日

共同宣言者
新潟県下一斉キャッシュレス納付推進プロジェクト

代表幹事：新潟県納税貯蓄組合総連合会・新潟税務署
幹　　事：新潟県・新潟県法人会連合会
　　　　　関東信越税理士会新潟県支部連合会
　　　　　第四北越銀行

日本銀行新潟支店・関東財務局新潟財務事務所・新潟県下税務署
新潟県市長会・新潟県町村会
新潟県銀行協会・新潟県信用金庫協会・新潟県信用組合協会
新潟県青色申告会連合会・新潟県間税会連合会
新潟県酒造組合・新潟県卸酒販組合・新潟県小売酒販組合連合会

新潟県下一斉キャッシュレス納付推進共同宣言
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   国国税税

【【ee--TTaaxx】】

 ・法人市民税
 ・事業所税
 ・個人住民税
　 (特別徴収分等)

   あらかじめ利用届出書、口座振替
 依頼書を提出することで、e-Taｘや
 eLTAXを申告した後、簡単な操作で
 即日又は期日を指定して預貯金口座
 から口座引落しにより納付する手続
 です。
   国税は自動ダイレクト(法定納期
 限当日に自動的に口座引落）が利
 用できます。

イインンタターーネネッットトババンンキキンンググ納納付付

ススママホホアアププリリ納納付付

　　　　　　　　　　　　　　日日本本銀銀行行新新潟潟支支店店・・関関東東財財務務局局新新潟潟財財務務事事務務所所・・新新潟潟県県下下税税務務署署・・新新潟潟県県市市長長会会
　　　　　　　　　　    　　新新潟潟県県町町村村会会・・新新潟潟県県銀銀行行協協会会・・新新潟潟県県信信用用金金庫庫協協会会・・新新潟潟県県信信用用組組合合協協会会
　　　　　　　　　　    　　新新潟潟県県青青色色申申告告会会連連合合会会・・新新潟潟県県間間税税会会連連合合会会・・新新潟潟県県酒酒造造組組合合・・新新潟潟県県卸卸酒酒販販組組合合
　　　　　　　　　　  　　  新新潟潟県県小小売売酒酒販販組組合合連連合合会会

   専用のWeb画面(スマートフォン決
 済専用サイト）において、利用可能
 なPay等の払いを選択し納付する手
 続です。

　　    新新潟潟県県下下一一斉斉キキャャッッシシュュレレスス納納付付推推進進ププロロジジェェククトト

　　　　　　　　　　    代代表表幹幹事事：：新新潟潟県県納納税税貯貯蓄蓄組組合合総総連連合合会会・・新新潟潟税税務務署署
　　　　　　　　　　    幹幹事事：：新新潟潟県県・・新新潟潟県県法法人人会会連連合合会会・・関関東東信信越越税税理理士士会会新新潟潟県県支支部部連連合合会会・・第第四四北北越越銀銀行行

　　地地方方税税
【【eeLLTTAAXX】】

   あらかじめ利用届出書、口座振替
 依頼書を提出することで、ペイジー
 (Pay-easy）に対応した金融機関の
 インターネットバンキングやATMを
 利用して納付する手続です。

クク  レレ  ジジ  ッッ  トトカカ  ーー  ドド納納付付

   専用のWeb画面において、クレジッ
 トカード情報を入力し納付する手続
 です。

 
　 eL-QR(地方税統一QRコード)を活
 用した納税が始まり、地方団体が
 作成する納付書にeL-QRが付されて
 います。
   eL-QRのついた納付書等では、全
 国のeL-QR対応金融機関、クレジッ
 トカード、スマートフォン決済ア
 プリ、インターネットバンキング
 等を利用した納付が可能です。
　※QRコードは㈱デンソーウェーブ
　　の登録商標です。

納付書等にeL-QRが付されている税

法法人人・・個個人人事事業業主主のの方方へへ

  ○○消消費費税税・・源源泉泉所所得得税税とと
　　  個個人人住住民民税税((特特別別徴徴収収分分等等））はは簡簡単単・・便便利利ななダダイイレレククトト納納付付ををおお勧勧めめししまますす！！
          ・・全全国国のの複複数数のの地地方方団団体体にに一一括括納納付付ででききまますす。。
　　　　  ・・税税理理士士がが納納税税者者にに代代わわっってて納納付付手手続続ががででききまますす。。

不不動動産産・・自自動動車車等等ををおお持持ちちのの方方へへ

  ○○自自動動車車税税・・軽軽自自動動車車税税((種種別別割割））と
　 市市町町村村県県民民税税((普普通通徴徴収収））と固固定定資資産産税税
　 申申告告所所得得税税等等は便便利利・・安安心心・・安安全全なな口口  座座  振振  替替ををおお勧勧めめししまますす！！
          ・・口口座座振振替替依依頼頼書書のの提提出出でで納納期期ごごととにに納納付付をを忘忘れれるる心心配配ががななくくななりりまますす。。

キキャャッッシシュュレレスス納納付付手手続続がが利利用用ででききるる主主なな税税
納納付付手手続続のの名名称称 利利用用ででききるる主主なな税税（（市市町町村村にによよりり取取扱扱いいがが異異ななりりまますす。。））

　　　　　　  　　　　　　　　    　　22002244..1100

利利用用方方法法 国国 県県 市市町町村村

口口　　座座　　振振　　替替  ・申告所得税等
 ・消費税等
　 (個人)

 ・個人事業税
 ・自動車税
　 (種別割)

 ・個人住民税
　 (普通徴収)
 ・固定資産税
　 都市計画税
 ・軽自動車税
 ・国民健康保険税

　 あらかじめ利用届出書、口座振替
 依頼書を提出することで、指定した
 預貯金口座から口座引落しにより納
 付する手続です。

ダダイイレレククトト納納付付  ・源泉所得税
 ・法人税
 ・地方法人税
 ・消費税等
   (法人)
 ・申告所得税等
 ・消費税等
   (個人)
 ・相続税
 ・贈与税

 ・法人県民税
 ・法人事業税
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　　　　　　　　　　    　　新新潟潟県県青青色色申申告告会会連連合合会会・・新新潟潟県県間間税税会会連連合合会会・・新新潟潟県県酒酒造造組組合合・・新新潟潟県県卸卸酒酒販販組組合合
　　　　　　　　　　  　　  新新潟潟県県小小売売酒酒販販組組合合連連合合会会

   専用のWeb画面(スマートフォン決
 済専用サイト）において、利用可能
 なPay等の払いを選択し納付する手
 続です。

　　    新新潟潟県県下下一一斉斉キキャャッッシシュュレレスス納納付付推推進進ププロロジジェェククトト

　　　　　　　　　　    代代表表幹幹事事：：新新潟潟県県納納税税貯貯蓄蓄組組合合総総連連合合会会・・新新潟潟税税務務署署
　　　　　　　　　　    幹幹事事：：新新潟潟県県・・新新潟潟県県法法人人会会連連合合会会・・関関東東信信越越税税理理士士会会新新潟潟県県支支部部連連合合会会・・第第四四北北越越銀銀行行

　　地地方方税税
【【eeLLTTAAXX】】

   あらかじめ利用届出書、口座振替
 依頼書を提出することで、ペイジー
 (Pay-easy）に対応した金融機関の
 インターネットバンキングやATMを
 利用して納付する手続です。

クク  レレ  ジジ  ッッ  トトカカ  ーー  ドド納納付付

   専用のWeb画面において、クレジッ
 トカード情報を入力し納付する手続
 です。

 
　 eL-QR(地方税統一QRコード)を活
 用した納税が始まり、地方団体が
 作成する納付書にeL-QRが付されて
 います。
   eL-QRのついた納付書等では、全
 国のeL-QR対応金融機関、クレジッ
 トカード、スマートフォン決済ア
 プリ、インターネットバンキング
 等を利用した納付が可能です。
　※QRコードは㈱デンソーウェーブ
　　の登録商標です。

納付書等にeL-QRが付されている税

法法人人・・個個人人事事業業主主のの方方へへ

  ○○消消費費税税・・源源泉泉所所得得税税とと
　　  個個人人住住民民税税((特特別別徴徴収収分分等等））はは簡簡単単・・便便利利ななダダイイレレククトト納納付付ををおお勧勧めめししまますす！！
          ・・全全国国のの複複数数のの地地方方団団体体にに一一括括納納付付ででききまますす。。
　　　　  ・・税税理理士士がが納納税税者者にに代代わわっってて納納付付手手続続ががででききまますす。。

不不動動産産・・自自動動車車等等ををおお持持ちちのの方方へへ

  ○○自自動動車車税税・・軽軽自自動動車車税税((種種別別割割））と
　 市市町町村村県県民民税税((普普通通徴徴収収））と固固定定資資産産税税
　 申申告告所所得得税税等等は便便利利・・安安心心・・安安全全なな口口  座座  振振  替替ををおお勧勧めめししまますす！！
          ・・口口座座振振替替依依頼頼書書のの提提出出でで納納期期ごごととにに納納付付をを忘忘れれるる心心配配ががななくくななりりまますす。。

キキャャッッシシュュレレスス納納付付手手続続がが利利用用ででききるる主主なな税税
納納付付手手続続のの名名称称 利利用用ででききるる主主なな税税（（市市町町村村にによよりり取取扱扱いいがが異異ななりりまますす。。））

　　　　　　  　　　　　　　　    　　22002244..1100

利利用用方方法法 国国 県県 市市町町村村

口口　　座座　　振振　　替替  ・申告所得税等
 ・消費税等
　 (個人)

 ・個人事業税
 ・自動車税
　 (種別割)

 ・個人住民税
　 (普通徴収)
 ・固定資産税
　 都市計画税
 ・軽自動車税
 ・国民健康保険税

　 あらかじめ利用届出書、口座振替
 依頼書を提出することで、指定した
 預貯金口座から口座引落しにより納
 付する手続です。

ダダイイレレククトト納納付付  ・源泉所得税
 ・法人税
 ・地方法人税
 ・消費税等
   (法人)
 ・申告所得税等
 ・消費税等
   (個人)
 ・相続税
 ・贈与税

 ・法人県民税
 ・法人事業税
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令
和
６
年
度
通
常
総
会
が
、
令
和
６
年

６
月
12
日
（
水
）
ホ
テ
ル
イ
タ
リ
ア
軒
に

て
開
催
さ
れ
た
。

　

本
通
常
総
会
で
は
、
令
和
５
年
度
事
業

報
告
・
決
算
承
認
、
令
和
６
年
度
事
業
計

画
・
収
支
予
算
報
告
、
及
び
役
員
選
任
議

案
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。
総
会
で
は
坂
井

会
長
の
退
任
と
新
会
長
に
並
木
富
士
雄
氏

の
就
任
が
承
認
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、「
関
東
信
越
国
税
局
長
感
謝

状
贈
呈
式
」、「
全
法
連
功
労
者
表
彰
伝
達

式
」、「
県
連
功
労
者
表
彰
式
」「
ｅ

-

Ｔ
ａ
ｘ

推
進
表
彰
式
」「
福
利
厚
生
制
度
推
進
表

彰
式
」
を
行
い
、
各
表
彰
受
賞
者
に
対
し

て
、
表
彰
状
が
授
与
さ
れ
た
。

「
第
12
回
通
常
総
会
」�

開
催

　

続
い
て
、
佐
世
保
法
人
会
青
年
部
に
よ

る
租
税
教
育
活
動
報
告
、
北
那
覇
法
人
会

青
年
部
に
よ
る
健
康
経
営
活
動
報
告
の

後
、
税
制
改
正
提
言
内
容
を
盛
り
込
ん
だ

大
会
宣
言
が
行
わ
れ
た
。

　

第
二
部
は
、
Ａ
Ｎ
Ａ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

株
式
会
社
取
締
役
会
長
の
片
野
坂
真
哉
氏

に
よ
り
「
新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
大
打
撃
を
受

け
た
航
空
業
界　

危
機
下
の
経
営
戦
略
を

語
る
」
と
題
し
て
航
空
業
界
で
の
景
況
の

大
き
な
波
の
中
で
の
経
営
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

に
つ
い
て
記
念
講
演
が
行
わ
れ
た
。

　

第
三
部
で
は
立
食
形
式
で
の
懇
親
会
が

開
催
さ
れ
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
法
人
会

員
が
懇
親
を
深
め
た
。

　

令
和
６
年
10
月
３
日
（
木
）、
鹿
児
島

市
の
「
城
山
ホ
テ
ル
鹿
児
島
」
に
お
い
て
、

法
人
会
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
全
国

の
法
人
会
会
員
約
１
，７
０
０
名
が
参
加
、

新
潟
県
連
か
ら
11
名
参
加
し
た
。

　

第
一
部
は
大
会
式
典
が
行
わ
れ
、
鹿
児

島
県
連
今
別
府
会
長
に
よ
る
開
会
挨
拶
、

全
法
連
小
林
栄
三
会
長
に
よ
る
主
催
者
挨

拶
、
国
税
庁
奥
長
官
、
そ
の
他
の
主
賓
か

ら
の
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
、
各
種
表
彰
制
度
表
彰
会
の
紹

介
・
代
表
県
連
へ
の
表
彰
状
授
与
、
令
和

７
年
度
の
税
制
改
正
提
言
の
報
告
が
行
わ

れ
た
。

「
第
40
回
法
人
会
全
国
大
会（
鹿
児
島
大
会
）」�

開
催

通常総会で挨拶する坂井会長

全国大会で挨拶する全法連 小林会長

全国大会に出席
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令
和
７
年
２
月
６
日
（
木
）、
Ａ
Ｎ
Ａ

ク
ラ
ウ
ン
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
新
潟
に
お
い

て
、
関
東
信
越
国
税
局
幹
部
と
県
連
役
員

と
の
協
議
会
を
開
催
し
た
。
関
東
信
越
国

税
局
か
ら
篠
原
課
税
第
二
部
長
、
他
２
名

の
幹
部
の
方
々
、
新
潟
税
務
署
か
ら
知
野

署
長
、
他
３
名
の
幹
部
の
方
々
が
出
席
、

県
連
か
ら
並
木
会
長
は
じ
め
副
会
長
、
理

事
、
監
事
20
名
が
出
席
し
た
。
並
木
会
長

は
、
冒
頭
挨
拶
で
「
税
務
当
局
の
皆
様
と

法
人
会
役
員
が
、
情
報
交
換
・
意
見
交
換

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
課
題
を
共
有
し
、

今
後
に
向
け
て
さ
ら
に
連
携
を
深
め
て
い

く
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
本
協
議
会

を
有
意
義
に
活
用
願
い
た
い
」と
述
べ
た
。

会
議
で
は
ま
ず
国
税
局
側
か
ら
「
会
員
の

動
向
と
会
員
増
強
の
問
題
点
及
び
退
会
防

止
に
向
け
た
活
動
状
況
に
つ
い
て
」「
添

付
書
類
も
含
め
た
ｅ
‒
Ｔ
ａ
ｘ
の
普
及
・

定
着
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の
利

用
拡
大
な
ど
の
電
子
化
に
向
け
た
取
組
」

「
企
業
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上

へ
の
取
組
」
の
３
項
目
に
つ
い
て
説
明
が

あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
各
単
位
会
の
活
動
状
況
等
を

踏
ま
え
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
、
意
見
交
換

が
行
わ
れ
た
。

国
税
局
幹
部
と
の
協
議
会
開
催

国税局幹部との協議会篠原部長挨拶

　

恒
例
の
「
特
別
講
演
会
と
年
末
懇
親

パ
ー
テ
ィ
ー
」
が
令
和
６
年
12
月
５
日
公

益
社
団
法
人
新
潟
法
人
会
と
の
共
催
に
よ

り
、
Ａ
Ｎ
Ａ
ク
ラ
ウ
ン
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
新

潟
で
開
催
さ
れ
た
。

　

講
師
は
信
州
大
学
社
会
基
盤
研
究
所
特

任
教
授　

山
口
真
由
氏
。
テ
ー
マ
は
「
世

界
の
潮
流　

日
本
の
現
在
地
」
と
し
て
、

日
本
の
家
族
型
組
織
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ

リ
ッ
ト
や
世
界
で
の
個
人
主
義
が
進
む
中

で
の
日
本
の
こ
れ
か
ら
の
選
択
に
つ
い
て

の
コ
メ
ン
ト
な
ど
、
興
味
深
い
お
話
を
い

た
だ
い
た
。

　

特
別
講
演
会
後
、
年
末
懇
親
パ
ー

テ
ィ
ー
が
開
催
さ
れ
、
県
内
各
地
か
ら
参

加
さ
れ
た
方
々
の
異
業
種
交
流
の
場
と
し

て
大
い
に
盛
り
上
が
り
、
１
年
を
締
め
く

く
っ
た
。

年
末
特
別
講
演
会
お
よ
び年

末
懇
親
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催開演挨拶する並木会長

講演中の山口真由氏
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「
関
東
信
越
法
人
会
連
絡
協

議
会
青
年
部
会
連
絡
協
議
会

合
同
セ
ミ
ナ
ー
」開
催

局
連
青
連
協
合
同
セ
ミ
ナ
ー

部
会
長
を
中
心
に
実
行
委
員
会
を
組
織

し
、
準
備
を
進
め
ま
し
た
。

　

当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
部
会
長
サ

ミ
ッ
ト
、
基
調
講
演
、
健
康
経
営
事
例

発
表
、
交
流
懇
親
会
と
い
う
内
容
で

し
た
。

　

部
会
長
サ
ミ
ッ
ト
で
は
会
員
増
強
を

テ
ー
マ
に
各
県
連
の
代
表
者
が
様
々
な

事
例
を
発
表
し
、
県
を
跨
い
だ
情
報
共

有
を
図
り
ま
し
た
。

　

基
調
講
演
で
は
株
式
会
社
ジ
ャ
パ

ン
・
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

　

令
和
６
年
度
関
東
信
越
法
人
会
連
絡

協
議
会
青
年
部
会
連
絡
協
議
会
合
同
セ

ミ
ナ
ー
が
、
令
和
６
年
９
月
13
日
に
新

潟
市
の
ホ
テ
ル
イ
タ
リ
ア
軒
に
て
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
関
東

信
越
局
連
に
属
す
る
６
つ
の
県
が
、
２

年
毎
に
順
に
開
催
地
と
な
り
ま
す
。
当

地
新
潟
で
の
開
催
は
12
年
ぶ
り
で
す
。

約
１
年
前
か
ら
県
内
13
単
位
会
の
青
年

グ
代
表
取
締
役　

村
山
哲
二
様
よ
り
、

ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

実
例
や
、
胸
を
打
つ
感
動
的
な
事
例
等

を
お
話
頂
き
、
参
加
者
か
ら
は
大
変
印

象
に
残
っ
た
と
の
感
想
を
頂
き
ま
し
た
。

　

健
康
経
営
事
例
発
表
で
は
、
各
県
連

代
表
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
実
例
を
発
表
頂

き
ま
し
た
が
、
全
法
連
青
連
協
平
良
会

長
か
ら
も
素
晴
ら
し
い
取
り
組
み
で
あ

る
と
高
く
評
価
を
頂
き
ま
し
た
。

　

交
流
懇
親
会
に
お
い
て
は
新
潟
県
内

13
単
位
会
各
地
の
食
材
を
取
り
入
れ
た

料
理
を
提
供
、
ま
た
新
潟
と
言
え
ば
、

と
い
う
事
で
日
本
酒
は
法
人
会
員
の
蔵

を
中
心
に
53
蔵
79
銘
柄
の
日
本
酒
を
バ

ラ
バ
ラ
に
各
テ
ー
ブ
ル
に
用
意
し
、
参

加
者
は
各
テ
ー
ブ
ル
を
渡
る
こ
と
で

様
々
な
日
本
酒
が
飲
め
る
と
同
時
に
県

を
跨
い
だ
交
流
が
進
む
、
と
い
う
仕
掛

け
を
致
し
ま
し
た
。
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

は
古
町
芸
妓
の
舞
が
披
露
さ
れ
、
新
潟

市
の
港
町
文
化
を
堪
能
し
て
頂
き
ま

し
た
。

　

新
潟
県
連
の
各
青
年
部
会
会
員
の
皆

様
に
は
、『
新
潟
ら
し
い
お
も
て
な
し
』

を
テ
ー
マ
に
、
準
備
か
ら
当
日
の
受
付

や
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
進
行
等
、
大
変
な

ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お

借
り
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

新
潟
県
連
の
結
束
も
今
回
の
セ
ミ
ナ
ー

成
功
を
踏
ま
え
、
よ
り
強
ま
っ
た
様
に

感
じ
て
お
り
ま
す
。
本
セ
ミ
ナ
ー
に
関

わ
っ
て
頂
い
た
皆
様
に
、
あ
ら
た
め
て

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

合同セミナー碓井会長開会挨拶

村山哲二社長による基調講演

健康経営事例発表する皆さん
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「
県
連
女
連
協

合
同
セ
ミ
ナ
ー 

in 

高
田
」

開
催 単

位
会 

活
動
紹
介

の
再
会
を
喜
び
、
交
流
を
深
め
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

途
中
、
越
後
上
越
「
お
も
て
な
し
武

将
隊
」
に
よ
る
演
武
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

が
披
露
さ
れ
、
一
緒
に
並
ん
で
記
念
写

真
を
撮
る
姿
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
次
回
開
催
地
の
三
条
法
人

会
女
性
部
会
の
皆
さ
ん
か
ら
地
元
を
Ｐ

Ｒ
し
て
い
た
だ
き
、
再
会
を
約
束
し
て

無
事
セ
ミ
ナ
ー
を
終
了
し
ま
し
た
。

　

ご
来
賓
を
始
め
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま

し
た
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

　

令
和
６
年
９
月
27
日
、
上
越
市
に

お
い
て
「
第
19
回
新
潟
県
法
人
会
連
合

会
女
性
部
会
連
絡
協
議
会
合
同
セ
ミ

ナ
ー
in
高
田
」
が
１
４
０
名
を
超
え
る

参
加
者
を
集
め
て
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

第
１
部
の
式
典
で
は
、
新
潟
県
女
連

協
の
田
中
会
長
に
よ
る
主
催
者
挨
拶
、

高
田
法
人
会
女
性
部
会
の
本
山
部
会
長

に
よ
る
開
催
地
挨
拶
に
続
き
、
高
田
税

務
署
長
と
上
越
市
長
、
妙
高
市
長
、
県

連
専
務
理
事
か
ら
ご
祝
辞
を
頂
戴
し
ま

し
た
。

　

そ
の
後
、
上
越
市
内
で
活
躍
す
る
３

名
の
女
性
に
よ
る
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン

が
「
上
越
を
彩
る
桜
の
よ
う
に
輝
く
女

性
た
ち
」
を
テ
ー
マ
に
行
わ
れ
、
出
演

者
の
楽
し
い
ト
ー
ク
に
会
場
中
が
笑
顔

と
元
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

　

第
２
部
の
交
流
会
で
は
、
久
方
ぶ
り

十
日
町
法
人
会

「
県
連
青
連
協
合
同
セ
ミ
ナ
ー
」

氏
（
農
家
民
宿
茅
屋
や
）
に
よ
る
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

そ
の
後
の
交
流
懇
親
会
で
は
地
ビ
ー

ル
や
ジ
ビ
エ
の
提
供
、
地
元
の
祝
い
唄

「
天
神
囃
子
」
の
披
露
や
マ
ジ
ッ
ク

シ
ョ
ー
も
あ
り
、
大
い
に
盛
り
上
が
り

ま
し
た
。

　

令
和
６
年
10
月
24
日
に
十
日
町
市
内

に
お
い
て
第
40
回
県
連
青
年
部
会
連
絡

協
議
会
（
青
連
協
）
合
同
セ
ミ
ナ
ー
が

開
催
さ
れ
、
県
内
各
単
位
会
か
ら
約
70

名
の
関
係
者
が
参
集
し
ま
し
た
。

　

最
初
に
主
催
者
、
開
催
地

代
表
が
歓
迎
の
挨
拶
を
述
べ

た
後
、
来
賓
の
十
日
町
税
務

署
長
、
管
内
首
長
、
県
連
会

長
か
ら
祝
辞
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

記
念
講
演
会
は
「
発
見
！

ロ
ー
カ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
の
た
ね
～

地
方
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
～
」

と
題
し
、
佐
藤
可
奈
子
氏

（w
om
en�farm

ers�Japan

㈱
）、
髙
木
千
歩
氏
（
妻
有

ビ
ー
ル
㈱
）、
高
橋
美
佐
子

トークセッションの様子

記念講演会（左側２人目から、佐藤氏、髙木氏、高橋氏）
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税務研修会 本田調査管理課長 挨拶

税務研修会風景

新潟県連会長賞
長岡市立関原小学校　６年

小山　燦 さん

調
査
課
所
管
法
人
税
務
研
修
会

編集後記
　

令
和
７
年
は
平
穏
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、
現
在
の
社
会
情
勢
に
目
を

む
け
ま
す
と
、
諸
物
価
の
上
昇
が
続
き
、
様
々
な
物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
格

が
引
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
人
出
不
足
も
深
刻
化
を
増
し
て
い
ま
す
。
法
人

会
で
は
対
面
で
の
実
施
さ
れ
る
事
業
が
多
い
中
、
こ
れ
か
ら
は
様
々
な
分
野

で
Ｄ
Ｘ
化
の
取
組
な
ど
、
環
境
の
変
化
に
あ
わ
せ
て
変
え
る
べ
き
と
こ
ろ
は

大
胆
に
変
え
て
い
く
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
痛
感
し
て
い
ま
す
。

　

次
回
会
報
誌
で
も
、
関
係
各
位
か
ら
の
ご
支
援
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
有
益
な
情
報
提
供
が
で
き
ま
す
よ
う
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

�

（
小
田
）

　

関
東
信
越
国
税
局
調
査
課
所
管
法
人

（
資
本
金
１
億
円
以
上
の
企
業
）
を
対
象

と
す
る
、
税
務
研
修
会
が
令
和
６
年
11
月

12
日
（
火
）
ホ
テ
ル
イ
タ
リ
ア
軒
に
お
い

て
開
催
さ
れ
、
新
潟
県
内
対
象
企
業
か
ら

94
名
が
参
加
、
受
講
し
た
。
関
東
信
越
国

税
局
か
ら
調
査
査
察
部　

本
田　

調
査
管

理
課
長
ほ
か
５
名
の
講
師
の
方
々
を
迎

え
、
対
象
企
業
の
実
務
に
関
わ
る
実
践
的

な
研
修
が
行
わ
れ
た
。
テ
ー
マ
は
「
法
人

税
等
申
告
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
に
つ

い
て
」、「
国
際
課
税
関
係
の
留
意
事
項
に

つ
い
て
」、「
電
子
帳
簿
保
存
法
に
つ
い
て
」、

「
印
紙
税
の
概
要
及
び
留
意
点
に
つ
い

て
」、「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
対
応
に
つ

い
て
」「
法
人
税
関
係
の
税
制
改
正
に
つ
い

て
」
と
国
税
局
の
担
当
者
か
ら
直
接
具
体

的
な
事
柄
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
た
。

令
和
６
年
度

「
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」入
賞
作
品

新
潟
県
連
女
連
協
会
長
賞

新
潟
市
立
矢
代
田
小
学
校　

６
年

 

廣
田　

寿
々
穂 

さ
ん


